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１ 令和２年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による

現下の経済・雇用・労働者の生活への影響、中小企業・小規模事業者が置かれてい

る厳しい状況、今後の感染症の動向の不透明さ、こうした中でも雇用の維持が最優

先であること等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維

持することが適当との結論を下すに至った。 

目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては、地域別最低

賃金の審議に際し、上記見解を十分に参酌し、地域の経済・雇用の実態を見極め、

地域間格差の縮小を求める意見も勘案しつつ、適切な審議が行われることを希望す

る。 

 

２（１）目安小委員会は、今年度の目安審議に当たって、平成 29 年全員協議会報告

の３（２）で合意された今後の目安審議の在り方を踏まえ、特に地方最低賃金審議

会における自主性発揮が確保できるよう整備充実や取捨選択を行った資料を基に

するとともに、最低賃金は経済を支える上でも、地域の労働者の生活と賃金、地域

産業の持続性を支える上でも重要な役割を果たしていることを踏まえつつも、感

染症による経済・雇用への厳しい影響がみられる中、雇用の維持と事業継続、労働

者の生活・くらしを守ることを最優先課題として官民、労使を挙げて尽力してい

る状況について特段の配慮をした上で、諸般の事情を総合的に勘案して審議を行

ってきた。 

今年度の公益委員見解を取りまとめるに当たっては、 

①  感染症の影響下の厳しい中にあっても、賃金引上げが可能な企業は、賃上げ

に前向きに取り組むことを通じ、可処分所得の継続的拡大と将来の安心の確保

を図り、さらに消費の拡大につなげるという経済の好循環を継続・拡大させる

ことや、非正規雇用労働者の処遇改善が社会的に求められていることに応じて

いくことが望ましいこと、 

②  他方、感染症により経営状況が急激に悪化した企業が少なからず生じ、政府

の支援策も活用しながら、労働時間の削減や労働者に休業をさせる等により雇

用維持の努力をしている状況において、最低賃金引上げが雇用調整の契機とさ

れることは避ける必要があること、 

③  雇用情勢については、令和元年の有効求人倍率は全ての都道府県で 1 倍を超

え令和元年の雇用者数も増加傾向にあるものの、足下では、休業者数がリーマ

ンショック時のピークを大幅に超える水準まで急増し、有効求人倍率の低下や

失業率の上昇が見られるなど、感染症が雇用に与える影響を注視する必要があ



 
 

 

ること、 

④  賃金改定状況調査結果第４表の賃金上昇率や春季賃上げ妥結状況等における

賃金上昇率など賃金に関する指標は引き続きプラスの水準を示しているが、前

年より上げ幅は縮小していること、加えて名目 GDP 成長率も大幅に下落してい

ること、 

⑤  令和元年の雇用・経済に関する指標は感染症の影響が生じる前のものであり、

直近のこれらの指標についても、各企業の労使の努力に加え、雇用維持と事業

継続を支援するための経済対策による下支え効果が含まれていることなどから、

目安の参考とするには慎重な検討を要すること、 

⑥  世界的に感染状況が拡大している中、日本においても緊急事態宣言解除後に

再び新規感染者数の増加が見られるとともに、感染症による経済・雇用等への

影響は地域・産業ごとに違いが見られるが、相当に広範囲に及んでおり、今後の

感染症の動向や経済・雇用への影響が予断を許さない状況であること 

等、様々な要素を総合的に勘案し、検討を行ったところである。 

目安小委員会の公益委員としては、中央最低賃金審議会が地方最低賃金審議会の

審議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。 

 

（２）生活保護水準と最低賃金との比較では、前年度に引き続き乖離が生じていない

ことが確認された。 

なお、来年度以降の目安審議においても、最低賃金法第９条第３項及び平成 29年

全員協議会報告の３（２）に基づき、引き続き、その時点における最新のデータに

基づいて生活保護水準と最低賃金との比較を行い、乖離が生じていないか確認する

ことが適当と考える。 

 

（３）来年度の審議においては、新型コロナウイルス感染症等による様々な影響を踏

まえながら、経済の好循環継続の鍵となる賃上げに向け、日本経済全体の生産性の

底上げや、取引関係の適正化など、賃上げしやすい環境整備に不断に取り組みつつ、

最低賃金についてはさらなる引上げを目指すことが社会的に求められていること

も踏まえ、議論を行うことが適当と考える。 

 

（４）最低賃金引上げが及ぼす影響については、平成 29年全員協議会報告の３（２）

及び４（３）に基づき、引き続き、影響率や雇用者数等を注視しつつ、慎重に検討

していくことが必要である。 

 


